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【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】
 
一般募集 2,746,896,500円

オーバーアロットメントによる売出し 437,076,000円

（注）１　募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券

届出書において「発行価額」という。）の総額であ

り、平成28年４月１日（金）現在の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の終値を基準として算出

した見込額であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行

価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行

価格の総額は上記の金額とは異なります。

２　売出金額は、売出価額の総額であり、平成28年４月１

日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

【安定操作に関する事項】 １　今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり

ます。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 950,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式

単元株式数　100株

　（注）１　平成28年４月８日（金）開催の取締役会決議によります。

２　本募集（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、142,500株を上限として大和証

券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出

し」という。）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３　一般募集とは別に、平成28年４月８日（金）開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別

記載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の大和証券株式会社を割当先とす

る当社普通株式142,500株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議

しております。

４　一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記

「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

５　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

　平成28年４月18日（月）から平成28年４月21日（木）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい

う。）に決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異

なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ

る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 950,000株 2,746,896,500 1,373,448,250

計（総発行株式） 950,000株 2,746,896,500 1,373,448,250

　（注）１　全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２　発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金

の額を減じた額とします。

４　発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成28年４月１日（金）現在の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入額
（円）

申込株
数単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定

（注）１、２

（発行価格等決定

日の株式会社東京

証券取引所におけ

る当社普通株式の

終値（当日に終値

のない場合は、そ

の日に先立つ直近

日 の 終 値 ） に

0.90～1.00を乗じ

た価格（１円未満

端数切捨て）を仮

条件とします。）

未定

（注）１、

２

未定

（注）１
100株

自 平成28年４月22日(金)

至 平成28年４月25日(月)

（注）３

１株につ

き発行価

格と同一

の金額

平成28年４月28日(木)

（注）３

　（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

る需要状況等を勘案した上で、平成28年４月18日（月）から平成28年４月21日（木）までの間のいずれかの

日（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人

より１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は前記

「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１　新規発行株式」に記載の発行数で除した金額と

します。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）

が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、

資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金

の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価

額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付

の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで

の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（[URL]http://www.jia-ltd.com/newsrelease/）（以下、

「新聞等」という。）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容につい

て訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行

価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合

には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２　前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決

定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げ

ることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成28年４月15日（金）から平成28年４月21日

（木）までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成28年４月18日（月）から平成28年

４月21日（木）までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成28年４月18日（月）の場合、申込期間は「自　平成28年４月19日（火）　至　

平成28年４月20日（水）」、払込期日は「平成28年４月25日（月）」

②　発行価格等決定日が平成28年４月19日（火）の場合、申込期間は「自　平成28年４月20日（水）　至　

平成28年４月21日（木）」、払込期日は「平成28年４月26日（火）」

③　発行価格等決定日が平成28年４月20日（水）の場合、申込期間は「自　平成28年４月21日（木）　至　

平成28年４月22日（金）」、払込期日は「平成28年４月27日（水）」

④　発行価格等決定日が平成28年４月21日（木）の場合、上記申込期間及び払込期日のとおり、となります

のでご注意下さい。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５　申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６　申込証拠金には、利息をつけません。
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７　株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成28年４月18日（月）の場合、受渡期日は「平成28年４月26日（火）」

②　発行価格等決定日が平成28年４月19日（火）の場合、受渡期日は「平成28年４月27日（水）」

③　発行価格等決定日が平成28年４月20日（水）の場合、受渡期日は「平成28年４月28日（木）」

④　発行価格等決定日が平成28年４月21日（木）の場合、受渡期日は「平成28年５月２日（月）」

となりますのでご注意下さい。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替により行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄に記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び国内各支店で

申込みの取扱いをします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社りそな銀行　東京営業部 東京都文京区後楽二丁目５番１号

　（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 494,000株 １　買取引受けによります。

２　引受人は新株式払込金とし

て、払込期日に払込取扱場

所へ発行価額と同額を払込

むこととします。

３　引受手数料は支払われませ

ん。ただし、一般募集にお

ける価額（発行価格）と発

行価額との差額は引受人の

手取金となります。

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 190,000株

ＳＭＢＣフレンド証券株式
会社

東京都中央区日本橋兜町７番12号 123,500株

エース証券株式会社 大阪市中央区本町二丁目６番11号 57,000株

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 28,500株

ひろぎんウツミ屋証券株式
会社

広島市中区立町２番30号 28,500株

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 28,500株

計 － 950,000株 －
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４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

2,746,896,500 15,000,000 2,731,896,500

　（注）１　引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま

た、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成28年４月１日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額2,731,896,500円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第

三者割当増資の手取概算額上限410,034,475円と合わせた手取概算額合計上限3,141,930,975円について、オペ

レーティング・リース事業において1,000,000,000円及び環境エネルギー事業において1,000,000,000円をイン

フラファンド組成のための一時的な立替取得資金に、パーツアウト・コンバージョン事業において

1,141,930,975円を退役航空機の購入資金等の運転資金に充当する予定であります。支出時期については、そ

れぞれ平成28年12月末までを予定しております。

　なお、オペレーティング・リース事業においては、当社の完全子会社であるＪＰリースプロダクツ＆サービ

シイズ株式会社への融資資金を通じて充当する予定であります。

 

　オペレーティング・リース事業では、リース開始時までにリース物件購入代金等の必要資金を金融機関から

の借入金及び投資家からの匿名組合出資金により調達する必要がありますが、匿名組合出資金につきまして

は、将来、投資家に販売（地位譲渡）することを前提に、ＪＰリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社が一

時的に立替取得をする場合がございます。同様に、環境エネルギー事業では、事業開始以前にソーラーパネル

等の施設や権利を一時的に取得する必要があるため、取得資金を事業開始以前に獲得し事業開始に備えること

が重要となります。両事業において立替取得能力の拡大は案件組成金額の拡大につながることから、事業拡大

のためには立替取得資金が必要となります。

　パーツアウト・コンバージョン事業は、パーツアウト事業（退役航空機の機体を解体し、その各部品を在庫

管理し、世界中のユーザー（整備会社、リース会社、航空会社等）へ販売する事業）及びコンバージョン事業

（機齢の経った旅客機を輸送機等に改造しリサイクルする事業）から構成されております。本事業への本格的

な参入により、現在のオペレーティング・リース事業におけるリース期間の満了時のＥｘｉｔの選択肢の拡大

を図り、Ｅｘｉｔをスムーズに進めるためのツールとして利用することも可能となります。今後パーツアウ

ト・コンバージョン事業を拡大していくためには退役航空機の購入資金等の運転資金の拡充が必要となりま

す。
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第２【売出要項】

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

普通株式 142,500株 437,076,000
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

大和証券株式会社

　（注）１　オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、142,500株を上限と

して大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。上記オーバーアロットメ

ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ

ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の

手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引

手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロッ

トメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目

論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る

有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ

イト（[URL]http://www.jia-ltd.com/newsrelease/）（新聞等）において公表します。発行価格等が決定さ

れる前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されま

す。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外

の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行

いません。

２　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３　売出価額の総額は、平成28年４月１日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を

基準として算出した見込額であります。

 

２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び氏名又
は名称

元引受契約
の内容

未定

(注)１

自　平成28年

４月22日(金)

至　平成28年

４月25日(月)

(注)１

100株

１株につき

売出価格と

同一の金額

大和証券株式

会社及びその

委託販売先金

融商品取引業

者の本店及び

国内各支店

－ －

　（注）１　売出価格及び申込期間については、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条

件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。

２　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３　申込証拠金には、利息をつけません。

４　株式の受渡期日については、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条件」にお

ける株式の受渡期日と同一とします。

５　株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替により行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、142,500株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当

社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合がありま

す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオー

バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成28年４月８日（金）開催の取締役会において、一般

募集とは別に、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式142,500株の第三者割当増資（本件第三者割当増資）

を平成28年５月25日（水）を払込期日として行うことを決議しております。また、同取締役会において、本件第三者

割当増資について、会社法上の払込金額は、一般募集における発行価額と同一の金額とすること、会社法上の増加す

る資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結

果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げること、及び会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資

本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。

　大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」とい

う。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部

を貸借株式の返還に充当する場合があります。

　また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成28年５月20日（金）までの間（以下、「シンジケート

カバー取引期間」という。（注））、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社

東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、

当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー

取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロット

メントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

　大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジ

ケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当

に応じる予定であります。

　したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により

本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合がありま

す。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって、この場合に

は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者

割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引

も行われません。

（注）　シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成28年４月18日（月）の場合、「平成28年４月21日（木）から平成28年５月20日

（金）までの間」

②　発行価格等決定日が平成28年４月19日（火）の場合、「平成28年４月22日（金）から平成28年５月20日

（金）までの間」

③　発行価格等決定日が平成28年４月20日（水）の場合、「平成28年４月23日（土）から平成28年５月20日

（金）までの間」

④　発行価格等決定日が平成28年４月21日（木）の場合、「平成28年４月26日（火）から平成28年５月20日

（金）までの間」

となります。
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２　ロックアップについて

　一般募集に関連して、当社株主である白岩直人及び株式会社こうどうホールディングスは、大和証券株式会社に対

し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下、「ロック

アップ期間」という。）中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しく

は交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の売却等を行わない旨合意しておりま

す。

　また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしに

は、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券

の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行、ストックオプションとしての新

株予約権の発行並びに組織再編又は資本業務提携に伴う、平成28年４月８日現在保有している自己株式の処分（ただ

し、当該自己株式の処分数が、一般募集における払込期日前日の最終の当社発行済株式総数に引受人の買取引受けの

対象株式の数を加えた合計の１％未満である場合に限る。）等を除く。）を行わない旨合意しております。

　上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容

を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載します。

 

・表紙裏に以下の内容を記載します。

 

１　募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1）金融商品取引法施行令（以下、「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の

規制に関する内閣府令」（以下、「取引等規制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は

売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したこと

による当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（※１））において、当該有価証券

と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムに

おける空売り（※２）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応

じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（※３）の決済を行うことはできません。

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（※２）に係る有価証券の借入れ（※３）

の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得

させることができません。

※１　取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成28年４月９日（土）から、発行価格及び売出価格を決定

したことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成28年４月18日（月）から平成28年４月21日（木）までの

間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

※２　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投資法人債券等の空

売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

※３　取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含み

ます。

２　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決

定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額

の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバー

アロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同

じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等

の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社

ウェブサイト（[URL]http://www.jia-ltd.com/newsrelease/）（以下、「新聞等」という。）において公表しま

す。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事

項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され

る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表

は行いません。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載します。

 

［株価情報等］

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成26年９月11日から平成28年４月１日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び

株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

　なお、当社株式は、平成26年９月11日をもって株式会社東京証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株

価、ＰＥＲ及び株式売買高について該当事項はありません。

 

 

　（注）１　当社は、平成27年１月１日付で当社普通株式１株につき５株の株式分割を行っており、株価、ＰＥＲ及び株

式売買高の推移（週単位）については、下記（注）２乃至４記載のとおり、当該分割を考慮したものとして

おります。

２　・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。な

お、平成27年１月１日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を５で除した数値を株価とし

ております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

３　ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

ＰＥＲ（倍）＝
週末の終値

１株当たり当期純利益（連結）

・週末の終値については、平成27年１月１日付株式分割の権利落ち前は当該終値を５で除した数値を週末の

終値としております。

・平成26年９月11日から平成26年12月31日については、平成26年８月８日提出の有価証券届出書の平成25年

12月期の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を５で除した数値を使用。

・平成27年１月１日から平成27年12月31日については、平成26年12月期有価証券報告書の平成26年12月期の

連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。
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・平成28年１月１日から平成28年４月１日については、平成27年12月期有価証券報告書の平成27年12月期の

連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

４　株式売買高については、平成27年１月１日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に５を乗じた数値を株

式売買高としております。

 

２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成27年10月８日から平成28年４月１日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありませ

ん。
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第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第10期（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）　平成28年３月28日関東財務局長に提出

 

２【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成28年４月８日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成28年３月28日

に関東財務局長に提出

 

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成28年４月８日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び同条第８号の２の規定に基づく臨時報告書を

平成28年４月１日に関東財務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提

出日以後、本有価証券届出書提出日（平成28年４月８日）までの間において、生じた変更その他の事由はありません。

以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。

　また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平

成28年４月８日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

［事業等のリスク］

　以下において、当社グループの事業上のリスクと考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上の

リスクに該当しないものについても、投資判断の上で、あるいは当社グループの事業を理解する上で重要と考えられる

事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、文中における将来に

関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、当社株式への投資に関する全ての

事業リスクを網羅するものではありません。

 

（オペレーティング・リース事業におけるリスクについて）

　当社グループは、当社の子会社であるJLPSがSPCを通じて投資家からの出資金と金融機関からの借入金によって資金

調達を行い、航空機、コンテナ等を購入したうえで航空会社、船会社等（以下総称してレッシーといいます。）へリー

スを行うオペレーティング・リース事業を行っております。当該事業におけるリスクは以下のものがあります。

 

①　賃借人（航空会社等）の倒産等の影響を受けるリスク

　賃借人である航空会社等の破産手続、民事再生手続又は会社更生手続等の法的倒産手続の開始等、何らかの理由で

賃借人からSPCに対してリース料が支払われない事態が生じた場合には、オペレーティング・リース事業の収益が悪

化して、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。

　この場合、当社グループが組成するオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退する等して当

社グループが組成する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となる可能性があります。そ

の結果、匿名組合契約に基づく権利の販売が減少する等して、当社グループが受け取る業務受託手数料が減少し、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　当社グループは、賃借人の倒産等のリスクを軽減するため、世界的な大手航空会社グループを中心にオペレーティ

ング・リース事業の組成を行っております。また、万一賃借人について法的倒産手続が開始された場合にも、リース

物件の売却や新たな賃借人を見つけること等により、オペレーティング・リース事業の収益が悪化しないように対処

していく方針であります。しかしながら、このような対応にもかかわらず、不測の事態が発生した場合には、当社グ

ループの業績が悪化することは否定できず、この場合、投資家の投資意欲が減退し、匿名組合契約に基づく権利の販

売が減少する等して、当社グループが受け取る業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。
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②　残存価格（将来のリース物件売却価額）の変動リスク

　リース期間が終了した後、賃借人がリース物件を購入しない場合には、SPCは市場を通じて第三者に売却すること

になりますが、当該オペレーティング・リースを組成した当時の想定売却価額より低い価額でしか売却できない事態

となった場合には、オペレーティング・リース事業の収益が悪化して、当該事業に投資している投資家が損失を被る

可能性があります。

　この場合、当社グループが組成するオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退する等して当

社グループが組成する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となる可能性があり、その結

果、匿名組合契約に基づく権利の販売額が減少する等して、当社グループが受け取る業務受託手数料が減少し、当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。

　当社グループは、リース物件の売却価額について、組成時の当初想定売却価格を保守的に見積もると共に、将来の

マーケットを予測し、案件によっては買取オプションやリース延長オプションを設定する等の幾つかの専門的な対策

を施し、価格変動のリスクに対処しております。しかしながら、このような対処にもかかわらず、不測の事態が生じ

た場合には、当該事業の収益が悪化する可能性は否定できず、この場合、投資家の投資意欲が減退し、匿名組合契約

に基づく権利の販売が減少する等して、当社グループが受け取る業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。

 

③　商品出資金に計上している匿名組合契約に基づく権利について

　当社グループは、SPCに係る匿名組合契約に基づく権利について、投資家にこれを譲渡することを前提に一時的に

取得する場合があり、当該匿名組合契約に基づく権利を貸借対照表の「資産の部」に通常の「出資金」と区別して

「商品出資金」として取得価額で計上しております。

　従って、当社グループが当該商品出資金を保有している間に、リース物件の価額の下落、賃借人の信用の悪化、為

替相場の変動等の事由により当該商品出資金の価値が取得価額を下回った場合には、当該商品出資金について評価損

又は譲渡損を計上することになり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社グループが保有する商品出資金を譲渡する投資家を見つけることが出来なかった場合には、当社グルー

プが当該出資金の譲渡に伴い受け取ることを見込んでいた業務受託手数料を受け取ることができず、また、このよう

な場合、当該出資金に係る持分について、当社グループが投資家としてオペレーティング・リース事業に関与するこ

とになるため、リース物件の価額の下落等の事情が生じることにより、当該持分の出資金の全部又は一部を回収でき

なくなる可能性があります。

 

④　為替リスクについて

ⅰ）業務受託手数料の換算額に対する影響について

　JLPSがSPCから受け取る業務受託手数料は、主に外貨建てとなっております。このため、為替相場が円高になっ

た場合には、当該業務受託手数料を円に換算した時に為替相場の変動の影響を受ける結果、当該業務受託手数料が

当初の想定額よりも少なくなることにより、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

ⅱ）新規オペレーティング・リース事業に対する影響

　当社グループが組成するオペレーティング・リース事業では、リース物件の売却が外貨建てで行われる場合にお

いて、当該オペレーティング・リース事業の組成時点の為替レートよりも円高となった場合には、投資家にとって

オペレーティング・リース事業の円換算後の損益が悪化し、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性が

あります。

　また、リース期間満了時に、投資家が受け取る出資金は外貨建てが多く、出資時よりも円高となった場合には、

受取額が当初出資額よりも減少し、投資家にとってオペレーティング・リース事業の円換算後の損益が悪化し、当

該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。

　このように、投資家が将来、円高となってオペレーティング・リース事業の損益または収支が悪化し、損失を被

ると予測した場合には、投資家の投資意欲が減退し、当社グループが組成する新規のオペレーティング・リース事

業への投資を募ることが困難となる等の可能性があり、その結果、匿名組合契約に基づく権利の販売が減少する等

して、当社グループの業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

ⅲ）商品出資金の譲渡に対する影響について

　当社グループが、外貨建で取得した商品出資金を投資家に円建で譲渡するにあたり、当該商品出資金の地位譲渡

価格をオペレーティング・リース事業組成時点の為替レートの水準に基づいて決定しております。

　このため、当該商品出資金の取得後に急激に為替相場が円高傾向になった場合には、当該オペレーティング・

リース事業の組成時点での為替レート水準で算定される商品出資金の価格に比して割高となり、投資家の投資意欲

が減退し、当該商品出資金を購入する投資家が減少する等の理由により、当初の販売計画に遅れが生じ、当社グ

ループの業績に影響を与える可能性があります。

 

（環境エネルギー事業におけるリスク）
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　当社グループでは、環境エネルギー事業の一環として、太陽光発電事業を行っております。当該事業においては、政

府による再生可能エネルギー法及び関連法制度等の法的規制を受けていることから、政府の諸事情により、これらの法

制度が変更され、固定買取価格制度等が変更された場合には、当社グループが管理するファンドの組成、運営に影響を

及ぼす可能性があります。

 

（航空機を対象としたパーツアウト・コンバージョン事業におけるリスク）

　当社グループは第10期（平成27年12月期）より航空機を対象としたパーツアウト・コンバージョン事業を開始してお

ります。パーツアウト事業とは、退役航空機の機体を解体し、その各部品を在庫管理し、整備会社、リース会社及び航

空会社へ販売するものであり、コンバージョン事業とは機齢を経た旅客機を輸送機等に改造しリサイクルし、転売する

事業であります。

　当社グループといたしましては、これまでの航空機を対象としたオペレーティング・リース事業の組成・販売を通じ

て培ったノウハウ、ネットワーク等を活用することにより当該事業に係るリスクの軽減を図る方針であります。しかし

ながら、当該事業は航空業界の設備投資動向に影響を受けているため、世界的な経済情勢の悪化及び地政学的リスクに

より、航空機需要が減少したり、機体等が想定価格よりも低価額でしか売却できない場合等には、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

（法的規制について）

①　金融商品取引法について

　オペレーティング・リース事業において締結される匿名組合契約等に基づく投資家の権利は、金融商品取引法第２

条第２項第５号の有価証券に該当するため、当社グループは金融商品取引法及び金融商品販売法をそれぞれ遵守しな

ければなりません。

　JLPSは、オペレーティング・リース事業において、匿名組合契約に基づく権利を含む匿名組合出資持分等の私募の

取扱等の業務を行っているため、金融商品取引法第29条に基づく第二種金融商品取引業の登録を受けております。金

融商品取引法では、第52条にて登録取消、業務停止等となる要件を定めており、これに該当した場合、JLPSに対して

登録の取消、業務の停止命令を受けることがあります。

　当社グループでは、かかる業務を行うにあたり、法令規則の遵守を徹底しており、本書提出日現在において、かか

る登録の取消事由に該当する事実はないと認識しておりますが、今後、何らかの事由によりJLPSが登録の取消や業務

の停止命令の行政処分を受けた場合には、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

 

②　税務その他関連する法令

　SPCを用いたオペレーティング・リース事業は、現行の税務、会計その他当該事業に関する法令等に基づいて組成

を行っております。

　当社グループは、オペレーティング・リース事業を組成する際に、個々に税理士、弁護士等から意見を聴取する等

により、関連する法令等の内容及びその法解釈について確認を行っております。しかしながら、将来、当該法令等が

改正され若しくは新たに制定されることにより課税の取扱いに変更が生じた場合には、当社グループが組成するオペ

レーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退して、当社グループが組成する新規のオペレーティン

グ・リース事業への投資を募ることが困難となる等の可能性があり、その結果、匿名組合契約に基づく権利の販売が

減少する等して、当社グループの業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

（特定業種への依存について）

　当社グループのオペレーティング・リース事業の対象物件は、現時点では航空機が中心のため、航空業界の設備投資

動向に当該オペレーティング・リースの組成動向が影響を受ける可能性があり、結果として当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

　また航空業界あるいは対象物件の属する業界の状況次第では、投資家の賃借人への信頼度が低下したり、リース期間

満了時の物件売却価額が低下する可能性があるため、投資家の投資意欲が減退し匿名組合契約に基づく権利の販売が減

少する等して、当社グループの業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

（資金調達に関するリスク）

　当社グループは、SPCに係る匿名組合契約に基づく権利を、投資家に譲渡することを前提に一時的に取得する場合が

あり、その取得資金は自己資金によるほか、金融機関からの借入金によっております。経済情勢の悪化等何らかの理由

により、金融機関からの借入が実行できなくなる場合、当社グループにとって必要となる資金を適時に調達できなくな

る可能性があることから、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

（財務制限条項に係るリスク）
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　オペレーティング・リース事業における匿名組合契約に基づく権利を立替取得するための資金は、自己資金、金融機

関からの個別借入金によるほか、当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結し、必要に応じて借入を実行する

ことで調達しております。

　これらの契約には、各年度の連結決算及び第２四半期決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額を直前期の基

準となる決算期の75％以上に維持することや、連結損益計算書、第２四半期連結損益計算書の経常利益（金融機関に

よっては営業利益）を損失としないこと等、財政状態及び経営成績に関して一定の数値以上を維持することを取り決め

た財務制限条項が含まれているものがあります。

　そのため、当社グループの業績が悪化し、財務制限条項に抵触した場合には、借入金の返済義務の発生等、当社グ

ループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（重要な訴訟事件等に関わるリスク）

　当社グループは、オペレーティング・リース事業並びにその他投資銀行業務を展開しておりますが、これらに関連し

て、投資家や紹介者等より法的手続等を受ける可能性があります。当社グループが今後当事者となる可能性のある訴訟

及び法的手続の発生や結果を予測することは困難ではありますが、当社グループに不利な結果が生じた場合には、当社

グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 

（当社グループの非連結子会社が連結の範囲に含まれるリスク）

　当社グループが組成する案件にて営業者となるSPCは、連結の範囲に含めることにより利害関係者の判断を大きく誤

らせるおそれがあることから、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

第５号第１項第２号に基づき当社グループの連結の範囲に含めておりません。

　今後におきまして、その根拠を否認する様な規則等が制定され、当社グループが組成する案件にて営業者となるSPC

が連結の範囲に含まれることにより、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（会社組織に関するリスクについて）

①　創業者への依存について

　当社グループの創業者は代表取締役社長である白岩直人であります。同氏は、当社グループ設立以来の最高経営責

任者であり、経営方針や経営戦略の決定をはじめ会社の事業推進及び営業施策とその推進において重要な役割を果た

しております。

　当社グループでは、各業務担当取締役及び部門長を配置し、各々が参加する定期的な会議体にて、意見等の吸い上

げや情報共有等を積極的に進めております。また、適宜権限の移譲も行い、同氏に依存しない経営体質の構築を進め

ておりますが、何らかの理由により同氏に不測の事態が生じた場合、または、同氏が退任するような事態が発生した

場合には、当社グループの業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

 

②　小規模組織に伴うリスク

　当社グループは社歴が浅く、社員数等組織の規模が小さく内部管理体制は相互牽制を中心としたものとなっており

ます。今後は事業を拡大していく上で、営業・管理等においてそのビジネススキルとセンスを持つ人材を確保するこ

と、及び人材の育成が重要な課題であると認識しており、優秀な人員の増強及び内部管理体制の充実・強化を図って

いく予定であります。しかしながら、当社グループの求める人材が十分に確保できない場合、現在在職している人材

が流出し必要な人材が確保できなくなった場合、又は当社グループの事業の拡大に伴い適切かつ十分な人的又は組織

的対応ができなくなった場合、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー　本店

（東京都千代田区霞が関三丁目２番１号　霞が関コモンゲート　西館20階）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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第五部【特別情報】
　該当事項はありません。
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